
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都労働委員会は１１月２５日、ＪＲ総連が加盟する「連合」が支援をおこなってきた、

ウーバーイーツ配達員で構成する労働組合「ウーバーイーツユニオン」に対し、労組法上の

労働者性を認めるとともに、団体交渉に応じなかった会社側の対応が不当労働行為であると

する組合側の主張を認め、会社側に誠実に団体交渉に応じるべきとの命令を出しました 

 ウーバーイーツユニオンの渡辺雅史委員長は、記者会見で「私たちは別々に働いているが、

一人だと不安になる。団体交渉を通じて良い働きの場をつくりたい」と訴えました。 

労働組合は、労働者の悩みや相談を受け解決にむけて、「団体交渉」をおこなう権利を有

します。賃金や労働条件の改善、働きやすい職場の実現、また理不尽な会社経営陣に対して

モノを申し、解決することができるのも労働組合です。 

  

 

  

 

ＪＲ総連通信 
２０２２年１１月２９日 №１６０２ 

 
  

全日本鉄道労働組合総連合会（ＪＲ総連） http://www.jr-souren.com 

ウーバーイーツユニオン 
団体交渉の権利を勝ちとる！ 

労働組合があるから実現！ 

記者会見をおこなうウーバーイーツユニオンの渡辺委員長（写真中央） 

東京都労働委員会 救済命令 

一人で悩まず、不安や悩みがあれば 

労働組合に相談しよう！ 


